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い
な
い
か
。

山
本
選
挙
管
理
委
員
長

①
町
内
で
は
病
院
２
カ
所
、

老
人
ホ
ー
ム
３
カ
所
で
不
在

者
投
票
が
行
わ
れ
て
い
る
。

②
外
部
立
会
人
を
選
任
し
て

い
る
施
設
は
な
く
、
選
挙
管

理
委
員
会
の
職
員
が
立
ち
会

い
、
執
行
状
況
を
確
認
し
て

い
る
。

③
こ
れ
ま
で
開
票
立
会
人
に

説
明
す
る
こ
と
な
く
使
用
し

て
い
る
。
読
取
分
類
機
の
設

定
に
つ
い
て
は
、
製
造
元
に

委
託
し
て
確
実
な
設
定
を
行

い
、
開
票
事
務
従
事
者
が
動

作
・
状
況
を
念
入
り
に
確
認

し
て
い
る
。
今
後
は
、
各
選

挙
機
器
の
仕
様
概
要
を
開
票

立
会
人
に
事
前
に
説
明
で
き

る
よ
う
、
事
務
手
続
き
を
改

善
し
て
い
く
。

④
計
数
機
を
利
用
し
、
2
度

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
票
数
に
つ
い
て
は
信
頼

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
て
い
る
。
こ
れ
は
職
務
を

抑
制
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

開
票
結
果
を
迅
速
に
選
挙
人

の
皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
た

め
で
あ
る
。

第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

ペ
ケ
レ
ベ
ツ
川
の

水
質
汚
濁

選
挙
管
理
委
員
会

所
管
の

事
務
等
の
現
状

北
村
光
明　

議
員

　

平
成
26
年
の
「
議
会
報
告

会
と
町
民
と
の
意
見
交
換
会
」

で
「
川
の
水
が
汚
れ
て
い
る

が
何
と
か
な
ら
な
い
か
」
と

の
要
望
意
見
が
出
さ
れ
た
。

①
川
の
水
の
「
茶
色
」
着
色

汚
濁
を
認
識
し
て
い
る
か
。

②
町
は
ペ
ケ
レ
ベ
ツ
川
に
工

場
廃
液
を
排
出
す
る
特
定
施

設
の
調
査
及
び
立
入
検
査
を

実
施
し
て
い
る
か
。

③
町
が
把
握
し
て
い
る
最
新

検
査
報
告
は
い
つ
の
時
点
の

も
の
か
。

④
検
査
の
回
数
及
び
水
の
採

取
位
置
は
何
カ
所
か
。

⑤
町
は
環
境
保
全
に
対
処
で

き
る
職
員
を
育
て
、
も
っ
と

川
の
水
質
改
善
に
前
向
き
に

取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

高
薄
町
長

①
認
識
し
て
い
る
。
茶
色
の

原
因
は
製
造
過
程
か
ら
出
る

糖
蜜
液
（
ビ
ー
ト
）
の
色
素

で
あ
り
、
改
善
の
検
討
を
さ

れ
て
は
い
る
が
数
億
円
の
設

備
投
資
が
必
要
で
あ
り
、
す

ぐ
に
は
取
り
組
め
な
い
状
況
。

②
町
に
は
権
限
が
な
く
、
実

施
し
て
い
な
い
。

③
平
成
27
年
2
月
時
点
の
も

の
。
水
質
汚
濁
防
止
法
に
よ

り
、
施
設
は
道
へ
毎
月
記
録

を
提
出
し
、
検
査
を
受
け
て

い
る
。

④
施
設
に
お
い
て
毎
週
1
回

水
質
検
査
を
行
い
、
す
べ
て

の
項
目
で
基
準
値
を
満
た
し

て
い
る
。
採
取
位
置
は
１
施

設
の
１
カ
所
で
あ
る
。

⑤
道
か
ら
権
限
移
譲
を
受
け

北
村
光
明　

議
員

①
不
在
者
投
票
の
選
挙
事
務

が
行
わ
れ
る
施
設
は
何
カ
所

あ
る
か
。

②
指
定
施
設
に
お
け
る
選
挙

事
務
員
、
投
票
立
会
人
は
「
中

立
・
公
正
」
の
立
場
の
者
が

人
選
さ
れ
て
い
る
か
。

③
投
票
用
紙
計
数
機
、
自
書

式
投
票
用
紙
読
取
分
類
機
等

の
選
挙
機
器
の
使
用
に
つ
い

て
、
開
票
立
会
人
に
説
明
が

さ
れ
、
使
用
前
の
設
定
を
立

会
人
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
。

④
開
票
立
会
人
の
開
票
チ
ェ

ッ
ク
に
関
し
て
の
注
意
事
項

等
で
過
度
な
抑
制
が
さ
れ
て

　

介
護
保
険
事
業
は
、
報
酬

改
定
に
よ
り
事
業
費
が
減
額

さ
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
。

　

推
移
を
み
て
、
サ
ー
ビ
ス

が
低
下
し
な
い
よ
う
、
今
ま

で
以
上
に
事
業
所
と
連
携
し

て
対
応
す
る
。

介
護
保
険
制
度
の

第
６
期
計
画

北
村
光
明　

議
員　

①
平
成
27
年
4
月
か
ら
の
改

正
で
、
介
護
保
険
給
付
に
お

け
る
「
要
支
援
１
」
「
要
支

援
２
」
へ
の
国
か
ら
の
給
付

が
な
く
な
る
が
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
変
わ
ら
ず
に
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
や
訪
問
サ
ー
ビ
ス
は

実
施
さ
れ
る
の
か
。

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

入
所
対
象
者
は
原
則
要
介
護

３
以
上
と
な
る
の
か
。

③
要
支
援
1
・
2
の
対
象
者

に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
と
通

所
介
護
の
給
付
等
の
予
防
給

付
が
な
く
な
る
が
、
要
支
援

者
の
「
要
介
護
」
へ
の
進
行

て
専
門
職
員
を
採
用
す
る
か
、

も
し
く
は
専
門
業
者
に
依
頼

す
る
こ
と
に
な
り
、
多
額
の

費
用
が
か
か
る
。
費
用
を
か

け
て
も
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ

う
な
検
査
結
果
が
出
る
と
予

測
さ
れ
、
十
分
な
協
議
が
必

要
。

第２投票所（清水中学校）での
選挙事務の様子

介護保険料の賦課などを担
当する保健福祉課職員

が
早
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

④
今
後
の
「
介
護
予
防
」
は

ど
う
な
る
か
。

⑤
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
」
を
構
築
す
る
た
め
に
清

水
町
で
不
足
し
て
い
る
サ
ー

ビ
ス
は
何
か
。

高
薄
町
長

①
移
行
期
間
の
中
で
、
従
来

同
様
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で

き
る
体
制
を
つ
く
る
。

②
原
則
要
介
護
３
以
上
と
な

る
が
、
今
ま
で
の
状
況
を
考

え
る
と
、
そ
う
簡
単
に
は
い

か
な
い
の
で
、
従
来
同
様
、

要
介
護
１
や
2
と
判
定
さ
れ

た
場
合
は
、
そ
の
都
度
取
り

扱
い
を
協
議
し
て
い
く
。

③
従
来
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
が
で
き
る
体
制
を
つ
く
る

の
で
、
進
行
が
極
端
に
早
ま

る
心
配
は
な
い
。

④
２
年
の
移
行
期
間
で
、
各

種
団
体
を
再
編
成
し
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
し
っ

か
り
構
築
し
て
対
応
す
る
。

⑤
高
齢
者
の
ケ
ア
付
き
集
合

住
宅
み
た
い
な
も
の
が
清
水

地
区
と
御
影
地
区
に
必
要
だ

と
思
う
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

も
増
や
し
て
い
き
た
い
。


